
■中高生は自転車運転中の交通事故が多い！
■相手に怪我をさせて高額賠償の可能性も！
（本年4月1日から、自転車保険加入が義務化）
■ながらスマホ、傘差し、並進、無灯火、
二人乗りで運転することは危険です。
■ヘルメットを着用しましょう。

守ろう!命と交通ルール

■見過ごさないのが親の義務です。
■青少年にそそのかし、強要等する行為は犯罪！
■非行の要因。
■心身の成長に悪影響。

ダメ!20歳未満の飲酒・喫煙

■万引き・自転車盗は窃盗罪です。
見張りをすることも犯罪となります！
■放置された自転車を乗り回すことも犯罪
（占有離脱物横領罪）です。
■被害防止のため、自転車には必ず施錠
（ツーロック）・防犯登録を！

万引き・自転車盗は犯罪です！

■大麻で検挙された少年は過去5年で3倍以上増加！
■大麻は脳の機能に悪影響を及ぼすことが
わかっています。
■市販薬でも過剰摂取（オーバードーズ）により、
重篤な意識障害に陥るケースが。

命にかかわる危険性があります!

■正当な理由のない深夜の外出はしない、させない。
■カラオケボックス、ゲームセンター等は、
時間によっては子どもだけに限らず、
保護者同伴でも入場できません。

深夜の街は危険がいっぱいです!

■スマホ・ゲーム機でも簡単に有害な動画を
見ることができるので要注意！
■図書・DVD・ゲームソフト・アプリ等の
年齢制限を確認しましょう。
■普段から善悪の判断について話し合うことが
大事です。

善悪判断!子供に影響

（子どもと話し合いましょう！）

～ 困ったとき、悩みがあるときは、裏面の相談ダイヤルに電話して下さい。まずは相談!～

保護者の皆様へ
～みんなの力で～

いしかわ子ども総合条例で、青少年に裸等の画像の提供を求める
行為、家出や飲酒、違法運転等の非行を勧誘したり、あおったりする
行為を禁止しています。

【インターネットの適正利用や非行防止等に関する講習】
　

▲

石川県・石川県警では、子どものインターネットの適正利用等に関する講習を行っています。お気軽にお問い合わせ下さい。

なくそう非行!
1.フィルタリングは設定されていますか？
　 年齢・使い方・判断能力に応じて設定（選択）できます。
　 親子で使いたいアプリなどについて話し合い、設定を！

2.ペアレンタルコントロールを活用しましょう
　 設定した端末を保護者が管理できます。
　 具体的なペアレンタルコントロールの例
　 ・AIにより、裸の画像や誘い出しの言葉に反応し、
　 　保護者に知らせる
　 ・ 利用時間、動画の閲覧、アプリのダウンロードを制限する

3.保護者も子どもも納得できるルールづくりを
　 子どもが使っているアプリやゲームなどの使い方、楽しさを
　 理解し、話し合いがしやすい環境を作りましょう。

※保護者は青少年が使用する携帯電話等にフィルタリングを設定
しないときは、その理由を事業者に届け出る義務があります。

♦ 保護者の方へ♦

インターネットを安全に利用するために
インターネット
トラブル事例集
[総務省・2023年度版]

「闇バイト」は犯罪実行者の募集です！
・SNSや掲示板などで、短時間で高収入が得られるなど
　甘い言葉で募集。
・詐欺や強盗の実行犯など、犯罪組織の手先として利用されます。
・怪しいと思ったら、友人や家族、警察に相談しましょう。

睡眠時間を確保しましょう。
・就寝前の1時間はデジタル機器から離れましょう。
・オンラインゲーム、友達とのSNSは長時間利用になりがち…
　→ゲーム障害などの依存、視力や姿勢など、健康に悪影響

相手に教えてはいけない情報を確認しましょう。
・誘い出しや、自画撮りの被害に遭う可能性があります。
　→知らない相手に自分の画像を送らない。個人情報を教えない。
・ゲーム等のアカウントID・パスワードも絶対に教えない。
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発行：令和6年3月　石川県少子化対策監室　〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地  TEL（076）225-1422

上記のほか、県内各地の福祉事務所（家庭児童相談室）、少年補導センター（青少年育成センター等）、警察署でも相談に応じています。

～子どもを有害な環境から守りましょう～～子どもを有害な環境から守りましょう～

◎各機関の対応曜日が「月～金」と記載のものは、祝祭日、年末年始を除いて対応（一部祝祭日も対応可あり）
※1 虐待通告、緊急を要する相談、一般相談の受付については24時間365日対応しています。　※2 虐待通告は、24時間365日受付（076-243-8348）

行為別
補導状況

初発型非行
内訳

自転車盗
18人

（18.4%） 万引き
70人

（71.4%）

その他
159人
（9.0%）

家出
71人
（4.0%）

深夜はいかい
867人
（49.2%）

占有離脱物
横領
8人

（8.2%）

●補導人員 1,762人(前年比-24人）
●中高生が半数以上を占める(1,041人､59.1％）

令和5年中の刑法犯少年は226人
●刑法犯少年中、中高生が122人(54.0%)

刑法犯少年中､初発型非行が約4割
●初発型非行 98人（43.4％）
　非行の入口になると言われ、犯行に至る動機が単純
　な万引き、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物横領
　をいう。

令和5年中の不良行為少年補導状況

罪種別状況

オートバイ盗
2人

（2.0%）

飲酒
175人
（9.9%）

喫煙
490人
（27.8%）

風俗犯4人
（1.8%）

知能犯8人
（3.5%）

窃盗犯
114人
（50.4%）粗暴犯

53人
（23.5%）

その他32人
（14.2%）

凶悪犯7人
（3.1%）

占有離脱物
横領
8人

（3.5%）

チャイルドライン・いしかわ
児童相談所虐待対応ダイヤル
児童相談所相談専用ダイヤル
石川県中央児童相談所 ※1
石川県七尾児童相談所 ※1
こども相談センター（金沢市児童相談所） ※2
石川県こころの健康センター
いじめ 110 番（石川県警）

家 庭 教 育 電 話 相 談
金 沢 こ こ ろ の 電 話
ヤングテレホン（石川県警）
あやしいヤクブツ連絡ネット
石川県消費生活支援センター

　0 1 2 0 - 9 9 - 7 7 7 7
☎ 1 8 9（いちはやく）
　0 1 2 0 - 1 8 9 - 7 8 3
☎（076）223-9553
☎（0767）53-0811
☎（076）243-4158
☎（076）238-5750
　 0 1 2 0 - 6 1 7 - 8 6 7
　 0 1 2 0 - 0 - 7 8 3 1 0
☎（076）298-1699
☎（076）263-1188
☎（076）222-7556
　 0 1 2 0 - 4 9 7 - 5 5 6
☎（03）5542-1865
☎（076）255-2120

16：00～21：00

8：30～17：45
8：30～17：45
9：00～17：45
8：30～17：15

9：00～13：00

9：00～17：45
9：30～16：00

毎　日（年末年始を除く）
24時間 365日（虐待に関すること）※通話料無料
24時間 365日
月～金
月～金
月～金
月～金
24時間 365日（いじめに関すること）

月～土（祝祭日を除く）

月～金
月～金（祝祭日を除く）

月~水18:00~21:00 木･金18:00~23:00 土15:00～23:00 日9:00～23:00
振替･祝(月～水9:00～21:00 木～土9:00～23:00）※年末年始を除く

月～金  9:00～17:00
　　土  9:00～12:30　　（商品やサービスに関する消費生活相談）

24時間子供SOSダイヤル 24時間 365日（いじめや友人関係の不安など）
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少年非行の推移全国

（人）
石川県
（人）

H16　　H17　　H18        　　　H26　　H27　　H28　　H29　　H30 　　R1  　　R2  　　R3  　　R4  　　R5

全国
石川県

1,196
155,038

警察庁・石川県警調べ
人数は「犯罪少年（14歳
～19歳）＋触法少年（14歳
未満）」の合計である。

※□は、過去20年間で全国及び石川県内で最も多かった年の数値（人）
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1,103
1,081

20,912
26,240

・H19
　いしかわ子ども
　総合条例施行

R1（いしかわ子ども総合条例一部改正）
・非行助長行為の禁止
・青少年に児童ポルノを求める行為の禁止


